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「指定（介護予防）特定施設入居者生活介護」 

重要事項説明書 【令和８年４月版】 

 

 

 

 

 

当施設は、契約者に対して、指定（介護予防）特定施設入居者生活介護サービスを提供します。 

施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを、次のとおり説明します。 

 

 

 

 

 

１．施設経営法人 

 （１）法 人 名        社会福祉法人 天龍会 

 （２）代表者氏名        理事長 福田 リツ子 

 （３）法人所在地        熊本県八代市本野町２０７６番地 

 （４）電話番号         （０９６５）３３－３８１３ 

 （５）設立年月日        昭和６３年 ６月 ７日 

 

２．利用施設 

 （１）施設の種類        指定（介護予防）特定施設入居者生活介護 

                 平成３１年４月１日 熊本県指定 第４３７０２０２８９９号 

 （２）施設の名称        すずらんの杜特定施設 

                 指定（介護予防）特定施設入居者生活介護 

 （３）施設の所在地       熊本県八代市葭牟田町４２８番地 

（４）電話番号         （０９６５）３９－７６１１ 

 （５）管理者氏名        小野 高信 

 （６）開設年月日        平成２８年５月１日 

 （７）入所定員         ３５人 

  

３．施設の目的及び運営方針 

（１） 施設の目的  

指定（介護予防）特定施設入居者生活介護は、特定施設サービス計画に基づき、サービスを

適切かつ円滑に提供することにより、契約者の心身機能の維持回復を図り、契約者の有する

当施設は介護保険の指定を受けています。（熊本県指定第４３７０２０２８９９号） 

※当施設への入所は、６５歳以上の方で「環境上の理由及び経済的理由」により在宅

において日常生活を営むのに支障がある方が対象で各市町村の福祉事務所が窓口に

なります。 
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能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるように支援します。 

（２） 当施設の運営方針 

（ⅰ）契約者の社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことによ 

り、契約者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう支援するこ 

とを目指します。 

  （ⅱ）契約者の意思及び人格を尊重し、常に契約者の立場に立ってサービスを提供できるよう努め 

ます。 

  （ⅲ）明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、従業者によ 

る適切なサービス提供に努めるとともに、高齢者の福祉を増進することを目的とする事業を 

行う者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。 

 

４．施設の概要 

 （１）建物の構造    鉄筋コンクリート造 地上２階 

 （２）建物の延べ面積  １,８０６.５７㎡ 

 （３）居室等の概要 

当施設では、以下の居室・設備をご用意しています。 

居室・設備の種類 室数 床面積 備考 

居  室 ５２ 12.65～13.06 ㎡ 全室ベッド、収納タンス  

面談室（談話室） １ 12.70 ㎡ テーブル、椅子 

医 務 室 １ 13.80 ㎡ 診察台、机、椅子、薬品棚 

静 養 室 １ 16.10 ㎡ ベッド２台、トイレ 

居 間・食 堂 １ 122.88 ㎡ テーブル、椅子、テレビ 

集 会 室 １ 92.52 ㎡ 機能訓練室と兼用 

浴  室 ３ 9.45 ㎡～16.56 ㎡ 一般浴(男性)、一般浴(女性)、機械浴 

   ※居室の変更：契約者から居室変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により、施設 

でその可否を決定します。また、契約者の心身の状況により、居室を変更する場合があります。 

その際は、契約者やご家族等と協議のうえ決定するものとします。 

 

５．施設の職員体制 

当施設では、契約者に対して指定（介護予防）特定施設入居者生活介護サービスを提供する職員と

して、以下の職種の職員を配置しています。（職員の配置については、指定基準を遵守しています。） 

職種 配置数 指定基準 職務 

管理者 １名 １名 施設の職員及び業務等の管理を一元的に行う。 

生活相談員 １名 １名 
契約者又はその家族からの相談に対し、適切に応じ

るとともに、必要な助言その他援助を行う。 

計画作成担当者 １名 １名 
契約者の心身の状況等を踏まえ、特定施設サービス

計画を作成する 

介護職員※ ９名以上 ９名 
契約者の心身の状況に応じ、契約者の自立の援助及

び日常生活の充実のための全般にわたる適切な介
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護を行う。 

看護職員※ １名以上 １名 
契約者の日常の健康管理及び必要な処置、看護を行

う。 

機能訓練指導員 １名 １名 
契約者が日常生活を営むのに必要な機能を改善し、

又はその減退を防止するための訓練を行う。 

   ※「看護職員又は介護職員の合計数」は、要介護者３人につき１人、要支援者の利用者１人を要 

介護者０.３人と換算して合計した利用者数をもとに、３人又はその端数を増すごとに１人以上 

の配置となっています。 要支援、要介護：看介護職員＝３：１になります。 

 

６．職員の勤務体制 

職  種 
勤 務 体 制 

勤務区分 勤務時間 

施設長（管理者） B ８時３０分～１７時３０分 

生活相談員 

A 

B 

C 

６時３０分～１５時３０分 

８時３０分～１７時３０分 

９時３０分～１８時３０分 

計画作成担当者 

介護職員 

看護職員 

機能訓練指導員 

医師 磧本胃腸科外科医院 毎週水曜日  

 

７．サービス利用料金 

別に定める利用料金表によって、契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費

を除いた金額（自己負担額）をお支払下さい。尚、サービス利用料金は契約者の要介護度に応じて

異なります。［すずらんの杜特定施設利用料一覧表参照］ 

 

８．当施設が提供するサービス 

当施設では契約者に対して以下のサービスを提供します。 

（１） 利用料金が介護保険から給付される場合 

（２） 利用料金の金額を契約者にご負担いただく場合 

契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、利用前に作成する「特定施

設サービス計画（ケアプラン）」に定めます。 

【介護保険の給付対象となるサービス】 

以下のサービスについては、利用料金の大部分（通常９割）が介護保険から給付されます。 

① 生活相談、安否確認、緊急対応並びに計画作成等のサービス 

※安否確認については、毎日定時及び随時の居室巡回により行う。 

   ② 入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話等がありま 

す。 

  【介護保険給付対象とならないサービス】 

   以下のサービスについては、利用料金の全額が契約者の負担となります。 
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① 特定施設サービス計画に定める回数を超えての介護サービスの利用 

② 契約者の健康管理に係るサービス支援 

インフルエンザ予防接種に係る費用：実費 

胸部レントゲン撮影費用：実費 

③ リハビリパンツ・尿取りパッド・おむつ代：一定量を超える場合は実費 

④ 本人費用徴収額について 

前年度の個人の収入（公的年金等）から必要経費（医療費・社会保険料等）を差し引いた金

額にて階層表により算出した額 

※本人費用徴収額は、福祉事務所からの求めに応じて、当施設より収入申告を行い、６月に

決定後、７月より一年間同金額を毎月個人が福祉事務所に支払うものです。また、養護老人

ホーム入所者のうち、介護保険サービスを利用した者に対し、本人が支払うべき介護保険サ

ービスの利用者負担月額として必要とされる額に、費用徴収基準に定める階層区分に応じて、

下記に定める割合を乗じた額が福祉事務所から加算額として支払われます。 

費用徴収階層 支弁割合 費用徴収階層 支弁割合 費用徴収階層 支弁割合 

１階層 １００％ ２７階層 ７６％ ３３階層 ６２％ 

２～２２階層 ９９％ ２８階層 ７１％ ３４階層 ５７％ 

２３階層 ９５％ ２９階層 ６６％ ３５階層 ５４％ 

２４階層 ９１％ ３０階層 ６５％ ３６階層 ５１％ 

２５階層 ８６％ ３１階層 ６４％ ３７階層 ４８％ 

２６階層 ８１％ ３２階層 ６３％ ３８階層 ４５％ 

利用料金のお支払い方法 

前記（１）、（２）の料金・費用は１ヵ月ごとに計算し請求しますので、翌月１０日までに

以下のいずれかの方法でお支払下さい。（１ヵ月に満たない期間のサービスに関する利用料

金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

ア．窓口での現金支払い 

イ．下記指定口座への振り込み 

肥後銀行 八代駅前支店 

普通口座 １７８５０９４ 

ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝﾃﾝﾘｭｳｶｲﾖｳｺﾞﾛｳｼﾞﾝﾎｰﾑｽｽﾞﾗﾝﾉﾓﾘｼｾﾂﾁｮｳｺﾊﾞﾔｼｼﾝｼﾞ 

ウ．金融機関口座からの自動引き落とし（振込手数料：無料） 

利用できる金融機関：郵便局、農協、信用金庫、銀行 

⑤ 利用中の医療の提供について 

医療を必要とする場合は、契約者の希望により、下記協力医療機関において診療や入院加療

を受けることができます。（ただし、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を義務付ける

ものではありません。） 

(ア) 嘱託医療機関 

医療機関の名称 磧本胃腸科外科医院 

所 在 地 八代市松江町１６８－１ 

診 療 科 内科・外科・胃腸科・肛門科 
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(イ) 協力医療機関 

 

 

 

(ウ) 協力歯科医療機関 

医療機関の名称 増田歯科医院 

所 在 地 八代市本町１丁目１０－３６ 

診 療 科 歯科・矯正歯科 

     

９．苦情の受付について 

  養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（昭和４１年厚生省令第十九号）第二十七条の規定 

により、当施設では入所者からの苦情に適切に対応する体制を整備して苦情解決責任者、苦情受 

付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めております。 

 （１）苦情解決責任者  小野 高信（管理者） 

 （２）苦情受付担当者  林田 浩志（副施設長）、山本 恵美子（計画作成担当者） 

             小橋 達也（生活相談員） 

 （３）第三者委員 

   （ⅰ）岡本 光夫（社会福祉法人天龍会 監事） 

     ［ 連絡先 水俣市市渡瀬６５７－１℡（０９０）２５１４－８６２５ ］ 

   （ⅱ）林 秀俊（社会福祉法人天龍会 監事） 

     ［ 連絡先 八代市塩屋町１３－２２（３０６） ℡（０９６５）３５－６６７８ ］ 

 （４）都道府県「運営適正化委員会」の紹介 

施設で解決できない苦情は、その他の苦情受付機関や熊本県社会福祉協議会に設置された運営 

適正化委員会等に申し出ることができます。 

八 代 市 役 所 

所在地 熊本県八代市松江城町１番２５号 

TEL （０９６５）３３－４１１１ 

受付時間 ８時１５分～１７時１５分 

国 民 保 険 団 体 連 合 会 

所在地 熊本県熊本市健軍２丁目４番１０号 

TEL (０９６)３６５－０３２９ 

受付時間 ９時００分～１７時００分 

熊本県社会福祉協議会 

所在地 熊本県熊本市南千反畑町３番７号 

TEL (０９６)３２２－８４４０ 

受付時間 ９時００分～１７時００分 

 

１０．個人情報の利用目的 

   個人情報保護法第５７条の規定により、契約者及びその家族の尊厳を守り、安全管理に配慮する 

個人情報保護法の下、利用目的を別途定める規則により特定して、個人情報の適正な管理・利用 

に努めます。 

医療機関の名称 熊本総合病院 

所 在 地 八代市通町１０－１０ 

診 療 科 内科・外科・整形外科・耳鼻科・泌尿器科・婦人科他 
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（１）「個人情報保護に関する法律」(以下、「法」という。)、その他個人情報の保護に関する諸法令 

及び関係省庁のガイドラインを遵守します。 

 （２）個人情報の利用目的をできる限り特定し、契約者及びそのご家族の同意を得た場合及び法令に 

より例外として取り扱われる場合を除き、その利用目的の範囲内で取り扱います。 

 （３）個人情報の適切な取得と利用目的の通知等 

（ⅰ）個人情報を、適正な手段で取得し、法令により例外として取り扱われる場合を除きあらかじ 

めその利用目的を公表するか、取得後、速やかに契約者及び家族に通知または公表します。 

  （ⅱ）申込書・契約書等への記入等、契約者及びその家族から直接書面により個人情報を取得する 

場合は、法令により例外として取り扱われる場合を除き、あらかじめ利用目的を明示します。 

（４）法令により、例外として取り扱われる場合を除いて、あらかじめ契約者及びその家族の同意を 

得ることなく、個人データを第三者に提供しません。 

 （５）取扱う個人データについては、利用目的の範囲内で正確かつ最新の内容に保つよう努めます。 

 （６）個人情報の安全管理 

  （ⅰ）個人情報を適切に管理する体制を整備します。 

  （ⅱ）職員に対し、個人情報の安全管理に関する教育を実施するとともに、必要かつ適切な監督 

を行ないます。 

  （ⅲ）個人データの紛失・破壊・改ざん及び漏洩の防止のため、適切な安全管理措置を講じます。 

  （ⅳ）個人データの取扱いを契約者に係る他の介護予防支援事業者等に委託する場合は、個人デー 

タが安全に管理されることを求めるとともに、委託先に対して適切に監督を行ないます。 

 （７）契約者及びその家族からの、保有個人データの利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削 

除、利用の停止、消去の求めに対して法令により対応します。 

 （８）取り扱う個人情報に関する苦情に対して適切かつ迅速に対応します。 

 （９）個人情報の取り扱い及び管理に関して適切な内部監査を実施する等して、本保護方針の継続的 

な改善に努めます。 

 

１１．施設生活におけるリスクについて 

   当施設では、契約者が快適な入所生活を送られるよう、安全な環境作りに努めておりますが、 

契約者の身体状況や病気に伴う様々な症状が原因により、下記の危険性が伴うことを十分に 

ご理解下さい。 

（１）歩行時の転倒、ベッドや車椅子からの転落等による骨折・外傷、頭蓋内損傷の恐れがあり 

ます。 

（２）当施設は、原則、拘束を行いません。そのため、転倒・転落による事故の可能性がありま 

す。 

（３）高齢者の骨はもろく、通常の対応でも容易に骨折する恐れがあります。 

（４）高齢者の皮膚は薄く、少しの摩擦で表皮剥離ができやすい状態にあります。 

（５）高齢者の血管はもろく、軽度の打撲であっても、皮下出血が出来やすい状態にあります。 

（６）加齢や認知症の症状により、水分や食物を飲み込む力が低下します。誤嚥・誤飲・窒息の 

危険性が高い状態にあります。 

（７）高齢者であることにより、脳や心臓の疾患により、急変・急死される場合もあります。 
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（８）契約者の全身状態が急に悪化した場合、嘱託医（又は看護職員）の判断で緊急に病院へ搬 

  送を行うことがあります。 

  ※上記事故に際して、施設の故意、過失による場合や施設設備が通常有する安全性を欠いた 

   ことが原因による事故の場合、損害保険適用範囲内において対応させて頂きます。 

※緊急と判断し、救急搬送を行う際は、必ずご家族の同行をお願いします。搬送した結果、 

 幸いにして軽微である場合がありますが、施設の判断は救命を最優先としていますので予 

めご了承ください。 

 

１２．事故発生時（緊急時）の対応について 

（１）適切かつ迅速な応急措置を行います。 

    事故が生じたときは、契約者の生命・身体及び健康を最優先し、契約者に対して適切かつ迅 

速な応急措置を講じます。 

 （２）事故内容の把握 

    事故報告書を作成して事故に至った経緯や原因を把握します。 

 （３）契約者及び家族への連絡 

    事故発生後、できるだけ速やかに事故の経緯を報告します。また、事故後に施設がとった措 

置や経緯についても適宜、契約者及び家族へ報告いたします。 

 （４）関係機関等への連絡 

    必要に応じて行政機関、関係機関等への事故報告をします。 

 （５）事故再発防止の措置 

    予防対策の検討及び事故防止の徹底指導を行います。 

    ※契約者すべての方に施設負担による損害保険に加入しています。万一の事故の場合、保険適

用範囲内において対応いたします。（あいおい損害保険株式会社） 

 

１３．その他 

   施設入所の際は、団体生活の秩序の維持及び相互親和に努めるとともに、次の事項を遵守して 

   頂きますようお願いします。尚、次項の規定に違反し、著しく秩序を乱し、他の利用者に悪影 

響を及ぼす恐れがあると認めるときは、福祉事務所長と協議のうえ、適正な措置を講ずること 

があります。 

（１）宗教、信条等の相違等で他の利用者を攻撃し、又は自己の利益のために他の利用者の自由を 

侵さないこと。 

（２）喫煙は指定された場所で行うこと。また、火気の取扱いには十分注意すること。 

（３）喧嘩、泥酔、その他、他の利用者の迷惑となる行為は一切行わないこと。 

（４）施設の秩序又は風紀を乱し、安全衛生を害さないこと。特別な事由がない限り、異性の方の部 

屋へは入室しないこと。 

（５）貸与品又は給付品を無断で譲渡、売却、交換等をしないこと。 

（６）故意に施設の設備、物品等に損害を与え、私物化しないこと。又は持ち出さないこと。 

（７）外出又は外泊をされるときは必ず、行き先、帰所の予定時間等を事務所に申し出ること。 

    外泊の際は必ず所定の外泊届けを提出すること。 
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（８）入退院及び手術等が必要な場合は、必ず身元引受人（家族）が立ち会うこと。 

       ※施設での入退院の手続き及び手術等の同意はできませんので、あらかじめご了承下さい。 

 

当施設は、重要事項説明書に基づいて、指定（介護予防）特定施設入居者生活介護及のサービス内容

及び重要事項の説明を行いました。 

  

 ＊文書簡略化等に鑑み、記名（印字又はゴム印）の場合のみ要押印とし、署名の場合押印省略とする。 

 

  令和   年   月   日 

 

         ［事業者］   住  所  熊本県八代市葭牟田町４２８番地          

                 事業所名  すずらんの杜特定施設               

                 管 理 者  小野 高信                    

          

［説明者］   職  名                           

                  

氏  名                           

 

私は、重要事項説明書に基づいて、指定（介護予防）特定施設入居者生活介護のサービス内容及び重

要事項の説明を受けました。 

 

         ［利用者］   住  所                           

 

                 氏  名                           

 

 

         ［身元引受人］ 住  所                           

 

                 氏  名                           

 

 

         ［代理人］   住  所                           

 

                 氏  名                           


